
○鹿児島大学海音寺潮五郎記念東京学生宿泊施設利用規則 

平成27年７月16日 

規則第93号 

(趣旨) 

第１条 この規則は、鹿児島大学海音寺潮五郎記念東京学生宿泊施設(以下「施設」とい

う。)の利用について、必要な事項を定める。 

(利用目的及び利用者) 

第２条 施設は、次の各号のいずれかに該当し、宿泊を伴う場合にのみ利用することがで

きるものとする。 

(1) 鹿児島大学(以下「本学」という。)の学生及び教職員が、教育、研究等を行うため

に利用する場合 

(2) 本学の学生及び教職員以外の者が、本学の教育、研究等に参画するために利用する

場合 

(3) その他次条第１項に規定する管理責任者が必要と認めた場合 

(管理責任者等) 

第３条 施設に管理責任者を置き、学長が指名する理事をもって充てる。 

２ 施設に施設管理人を置く。 

(利用期間) 

第４条 施設を利用できる期間は、次に掲げる期間を除く期間とする。 

(1) 12月29日から翌年１月３日まで 

(2) 管理責任者が施設・設備の整備等のために別に定める日 

(3) 天災その他やむを得ない事情があるとき。 

(利用手続) 

第５条 施設を利用しようとする者(以下「願出人」という。)は、原則として利用開始日

の10日前までに、「鹿児島大学海音寺潮五郎記念東京学生宿泊施設利用願」(以下「利用

願」という。別記様式第１号)を管理責任者に提出し、その許可を受けなければならな

い。 

(利用許可) 

第６条 管理責任者は、前条に定める利用願の提出があったときは、利用目的等が適当と

認められるものについて、必要な場合は条件を付して、「鹿児島大学海音寺潮五郎記念

東京学生宿泊施設利用許可書」(別記様式第２号)を願出人に交付するものとする。 

２ 前項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用期間等を

変更し、又は利用を中止しようとするときは、速やかに管理責任者に申し出なければな

らない。 

(施設使用料) 

第７条 利用者は、別表に定める施設使用料を施設利用前日までに納付しなければならな



い。 

２ 前項の規定にかかわらず、本学の学生及び教職員が利用する場合は、施設使用料を徴

収しないものとする。 

３ 既納の施設使用料の返還については、国立大学法人鹿児島大学不動産貸付要項(平成21

年４月１日学長裁定)第８条第２項の規定を準用する。 

(遵守事項) 

第８条 利用者は、本規則を遵守するとともに、施設管理人の指示に従い、また他の利用

者等に迷惑が及ぶ行為を行ってはならない。 

(利用許可の取消等) 

第９条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又

は利用を中止させることができる。 

(1) 利用願に虚偽の記載があったとき。 

(2) 許可された目的以外の用途に利用したとき。 

(3) 施設・設備等の使用に支障を及ぼす行為をしたとき。 

(4) その他管理責任者が特に必要と認めたとき。 

(損害賠償) 

第10条 利用者は、故意又は重大な過失により、施設・設備等を損傷し、又は滅失したと

きは、その損害を賠償しなければならない。 

(事務) 

第11条 施設の利用に関する事務は、学生部学生生活課キャリア形成支援室において処理

する。 

(雑則) 

第12条 この規則に定めるもののほか、施設の利用に関し必要な事項は、管理責任者が別

に定める。 

附 則 

この規則は、平成27年７月16日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和元年７月10日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和２年７月３日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

附 則 

この規則は、令和３年７月１日から施行する。 

  附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

別表(第７条関係) 



区分 利用料金(１人１泊) 

施設使用料 1,500円 



 



 



 



別記様式第１号(第５条関係) 

別記様式第２号(第６条関係) 

 


